
平成21年９月橋本市議会定例会会議録（第４号）その３ 

平成21年９月９日（水） 

                                         

（午前10時46分 再開） 

○議長（中西峰雄君）それでは、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。順番15、

１番 岡君。 

〔１番（岡 弘悟君）登壇〕 

○１番（岡 弘悟君）早速ではございますが、

通告に従いまして一般質問させていただきま

す。 

 通告内容は２点。 

 一つ目は、アルバイト職員の職務上負うべ

き責任範囲とは。定員適性化計画により正職

員数が減少する中、アルバイト職員の必要性

は高くなっていると思われます。財政面にお

いても人件費削減効果の大きさは言うまでも

ないでしょう。しかし、現在そして今後も問

題になるのが、アルバイト職員の職務上での

責任範囲だと思います。よって、以下質問い

たします。 

 １番、アルバイト職員の定義はどのように

なっているのか。また、職務上負うべき責任

範囲をどのように考えておられるのか。 

 ２番、今後正職員数が減少する上で、アル

バイト職員のニーズは高まるものと考えます

が、アルバイト職員数の増大、仕事内容の複

雑化はあり得るとお考えですか。 

 ３番、アルバイト職員で負うべき責任範囲

を超えるような仕事が増大すると仮定するな

らば、今後どのように対応していくのか、お

考えをお示しください。 

 次、大きな２番です。行政が取り組む地産

地消について。 

 地産地消と聞くと、真っ先に農作物を思い

浮かべてしまいますが、商工業のすべてにお

いても当てはまる言葉です。地域活性化のキ

ーワードとして、内なるお金を外に出さない。

つまり、地域の中でお金を回すことが行政の

収支につながり、さらに地域活性につながる

ことは明白です。 

 現在、行政が行っている地産地消の施策を

具体的にいくつかお教えください。また、そ

の効果もお教えください。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君の一般質問

に対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（吉田長司君）登壇〕 

○企画部長（吉田長司君）アルバイト職員の

ご質問にお答えいたします。 

 本市のアルバイト職員、いわゆる臨時的任

用職員につきましては、橋本市臨時職員の雇

用に関する要綱により、アルバイト職員とパ

ート職員に区分しています。 

 アルバイト職員については、正規の職員が

病気休暇や出産、育児休暇により欠員が生じ

た場合や、緊急を要する業務で特に必要な場

合に、またパート職員については臨時的もし

くは緊急を要する業務で特に必要な場合であ

って、常勤職員の勤務時間の４分の３に満た

ない場合に、それぞれ任用することとしてい

ます。 

 また、臨時的任用職員の職務上負うべき責

任範囲につきましては、一般の事務職も保育

士等の専門職も、正規職員の補助的業務者と

して任用しておりますが、特に保育士につい

ては園児数の増減により一時的にクラス担任

をお願いする場合がありますので、経験年数

により賃金に差を設けるなどの措置を講じて

おります。 

 なお、臨時的任用職員といえども地方公務
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員であり、服務や懲戒についての地方公務員

法の規定が適用されます。 

 次に、アルバイト職員の増大、仕事内容の

複雑化はあり得るかとのおただしでございま

すが、本市の病院を除く正職員の定員適性化

計画においては、平成18年度を基準として５

年間で59人削減する計画をしているところで

あり、また現在のところ国においては国家公

務員の定数を平成22年度以降５年間で10％以

上削減する方針を決めている状況で、さらに

一層の適性化に取り組むことが求められてい

ます。 

 したがいまして、本市としましては正職員

の定数削減による臨時的・補助的な業務また

は特定の学識・経験を要する職務に限定した

臨時職員の任用が必要であると考えられると

ころです。今後も臨時職員の仕事の内容も考

慮しながら、必要な職員配置を行い、効率的

な行政運営を行ってまいります。 

 また、今後臨時職員で負うべき責任範囲を

超えるような仕事が増大する場合は、その責

任に応じた処遇を考慮し任用していく必要が

あろうと考えます。 

 いずれにしましても、事務事業の実施につ

いては、事務事業評価の中で職員数、職員体

制の検討を行うとともに、民間活力を導入し、

指定管理者制度を活用した民間委託の一層の

推進を図り、さらなる行政サービスの向上に

取り組んでまいりますので、ご理解のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

〔経済部長（山本重男君）登壇〕 

○経済部長（山本重男君）地産地消のご質問

についてお答えします。 

 本市の産業については、活力ある産業を育

成し、若者が定住できるまちの実現をめざし、

大都市近郊の優位性を生かしながら、地場産

業の振興や新たな産業の創出により、地域経

済の発展と市民の経済基盤が安定した社会の

形成づくりに向け取り組んでいます。 

 議員おただしの商工業等における地産地消

の具体的な取り組みにつきましては、国の定

額給付金支給を景気刺激のチャンスととらえ、

定額給付金の市内消費拡大をめざした取り組

みとして、地元出身の歌手を起用してＡ２版

の大型サイズのＰＲポスターを作成し、市内

での消費を呼びかけました。 

 このほか、橋本商工会議所と高野口町商工

会が共同で、給付金を地元で消費していただ

くため、市内事業所のＰＲ情報誌、Ｂ４カラ

ー12ページをつくり、新聞４紙朝刊の折り込

み等により、市内での消費を呼びかける支援

を行っています。 

 今後においても、市内事業者の活性化に向

け橋本商工会議所・高野口町商工会・紀州繊

維工業協同組合・紀州製竿組合・橋本市商店

街連合会等と連携を密にして、より効果的な

地域の活性化に取り組んでまいります。 

 また、市役所の物品購入の調達につきまし

ても、十分な競争性、透明性のもと、市内業

者の方々の入札参加機会の確保に努めている

ところであります。 

 このほか、橋本市のビッグイベントである

紀の川祭りや秋に開催しています、まっせ・

はしもと等でも、市内事業者から調達できる

資材や物品等はすべて市内業者から購入する

など、地元イベントでの積極的な地産地消に

取り組んでいます。 

 続きまして、農業関係の地産地消について

お答えさせていただきます。 

 中国産加工食品の農薬問題など、食の安全

性が叫ばれる中、本市といたしまして農業振

興の意味においても、地産地消をより一層推

進していかなければならないと考えています。 

 本市では、農業生産者団体による地元農作

物の給食センターへの納入や、やっちょん広
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場など、農産物直売所、また橋本市内の各青

果市場において地産地消を推進していただい

ています。今、生産者の顔が見える安心・安

全な農作物が求められています。 

○１番（岡 弘悟君）アルバイトの方、臨時

の方もそうですけども、契約がだいたい半年

でしたかね。嘱託の方になったら１年の契約

になりますよね。だいたい専門的なこともあ

るし、その職務内容もありますけども、特殊

性を要する場合で期間が長い場合は、だいた

い嘱託でお願いしていると。期間が１年にな

るかどうかわからないけども、わからないの

でとりあえずアルバイトで補っていこうとい

う形でアルバイトを募集していると理解して

よろしいですかね。 

 今後、市民の方々に地産地消の良さを積極

的にＰＲし、農業の活性化につなげたいと考

えていますので、ご理解をよろしくお願いい

たします。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君、再質問は

ありますか。 

 １番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）ありがとうございます。  いえば、期間。職務の内容はもちろんそう

ですよ。もちろん大事なんですけど、期間１

年なのか、半年なのかというのが主な理由で

募集しているというので理解してよろしいん

ですかね。 

 まず、大きい１番の１番から。これ、ちょ

っと僕まだ理解できていないんですけども、

その応募の募集をかけるときに、急務を要す

るときのアルバイトの方とあと臨時の方をさ

れるという話は十分理解できるんですけども、

そのときにアルバイト、臨時、あと嘱託もあ

りますよね。その嘱託を最初に嘱託として応

募するのか、アルバイトとして応募するかと

いうところの判断はどのようにされているん

ですか。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）ちょっと説明不十

分でございましたけど、期間よりも内容でご

ざいます。ということで、現在嘱託職員につ

きましては、一般的な嘱託職員は募集してご

ざいません。すべて条件付き専門職になって

ございます。 ○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）必要な職種という

んですか。中によってしております。そうい

うことで、嘱託はすべて公募していますけど

も、ヘッドハンティングのような状態の専門

職といいましたら、嘱託でも雇ってくる、特

別な能力の人というのはごく一部でございま

すけど。それと、臨時職員につきましては、

公募と職員課への申し込み等を兼ねた中でや

っておられます。そういうことで、特に税務

課の職員が緊急に必要な場合については公募

したりしてございます。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）先ほども答弁のほうで

少しちょっといただいたんですけども、保育

士とあと幼稚園関係もそうですけども、その

専門職で、特にクラス担任を持っている方と

いうのは、クラス担任を持つということは１

年間お任せするということですよね。専門性

もありますよね。なのに、アルバイトでクラ

ス担任を持たれておるということに対して、

今いただいたご説明に関して少し矛盾を感じ

るんですけども、その辺はどういったふうに

考えたらよろしいでしょうか。  臨時と嘱託の使い分けでございますけれど

も、それはその職務に応じて短期間であるか

とか、その内容に応じてやっております。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）保育士の関係でご

ざいますけれども、この臨時と嘱託の関係、○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 
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これ平成18年にもそういう議論があった中で、

19、20、21年と３カ年かけて臨時の嘱託化を

させていただきました。その数につきまして

は、言われましたようにクラス数は数だけ正

職員または嘱託で対応できる数ということで、

数にしまして３年間で36名の臨時職員を試験

によりまして嘱託化してございます。 

 ということで、今年度４月が最初の36名に

達したわけでございますけれども、この考え

方につきましても、幼保一元化の認定こども

園の関係もございます。それと保育園は複雑

なところがございまして、募集しなければク

ラスもわからないというような数もわからな

いというちょっと変動する部分もございます。

ということで、少しは誤差が出ている可能性

はあるかと思いますけれども、現在のところ

そういう形で36名を嘱託化したという経緯が

ある状況でございます。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）僕、何でこういう質問

をさせてもらったかというと、３年のその措

置がありまして、ちょうどそれが今年その年

に当たるわけですよね。今後の嘱託に対する

採用が幼保一元の関係もあるとは思うんです

けども、未定という形で今のところなってい

るとお聞きしたんですけども、その辺事実は

実際に内容としては幼保一元化によりもちろ

んこれからクラスの変動もなってくるし、こ

れから公設公営という形も減ってくるという

お題目がある中で、計画を進めていってこの

話が出てきたんやと思うんですけども、でも

事実幼保一元計画も、議場で言うていいかど

うかわからないですけれども、僕も遅れると

思います。前日も同僚議員が質問されていま

したけれども、僕も幼保一元化計画は遅れる

という中で、その公設公営という５カ年の中

で減っていくという数もこれから変動してく

ると思うんです。実際、５カ年で減っていく

かどうかもわからないですよね。 

 そういう中で、嘱託採用を未定にしていく

ということは、現場サイドは非常に混乱して

いると思うんですよ。しかも、正職数も今年

８人ほど減るのと違いますの。そういった中

で、正職数が減った中で次に補って責任をと

っていく立場であるのは、嘱託じゃないんで

すかね。順番的にいうとね。 

 ただ、僕、ここで正論ばかり言うと、担任

を持った方が全員嘱託にすべきなのかという

極端な話をしているわけではないんですよ。

事実。何でそれを僕が、ちょっと僕の言って

いること、矛盾しているかもしれませんけど、

僕、嘱託でもクラス担任を持っていらっしゃ

らない方、いらっしゃるのでね。それを言い

出すと、嘱託の方、それなら全員クラス担任

を持ってもらわないとあかんのかという話に

なってしまいますので、そこまで極論を言い

ますと不都合も起こると思いますので。ただ、

嘱託、今クラス担任を持ってアルバイトの方

が、じゃ僕は逆にアルバイトの方がクラス担

任を持ったらあかんのかというようなことも

思っていません。そうでしょ。スキルがある

んやったら持ったらいいんですよ。 

 ただ、スキルアップしていく上で、嘱託に

昇格していくのも当たり前じゃないですか。

そうでしょ。自分はアルバイトやけども、仕

事ができてきて責任範囲が、仕事ができると

いうことは責任範囲も大きくなってくるわけ

ですよね。責任範囲が大きくなってきたら、

それに対して身分保障もしてあげるというの

は当たり前のことだと思うんですよ。それは

働く側の意思やし、それは雇う側が守るべき

権利やと思うので守ってあげなければいけな

い権利だと思うんですよ。 

 それを今後わからないというようなほっと

くわけにはちょっといかんと思うのでね。僕

は、極論を言うて、ほんと言うと僕、自分の
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正論を通すならば極論を言うのが一番いいん

ですけども、極論を言うてしまうと少し難し

い部分もあると思うんですけども。今後、ア

ルバイトの方もクラス担任を持つことによっ

て、それは僕がお話聞いた方もおっしゃって

いましたけども、自分はクラス担任を持つこ

とによって勉強させてもらっている部分もあ

ると。それは自分のスキルアップにもつなが

っている部分があるんやと。ただ、それでス

キルアップをどんどんしていっているにもか

かわらず、身分の保障は何も変わらへんとい

うのは、スキルアップする自分の活力がなく

なってくると。それやったら、何のために私

たちは責任が大きくなるのに、アルバイトと

いう状態でずっと仕事をしていくのであれば、

クラス担任を持つということ自体にも疑問が

出てくると。それは当然ですよね。当たり前

のことですよね。 

 だから、僕は門戸を閉ざさないでください

という話をしたい。僕は、今後、もちろん今

わからないというお話でとまっていますので、

もうとらないという話にはなっていないとは

思うんですよ。ただ、もしそれが今後考えて

いくのであれば、もうその門戸を閉ざすとい

う話はやめてください。それはもう正論から

いうともうそれをしてしまいますと、みんな

逆にいうと、クラス担任はアルバイトの方に

持ってもらったらそれは責任範囲を超えてい

るとしか言いようがないので。 

 ただ、ステップアップしていく上でクラス

担任を持って、クラス担任を持って自分のス

キルがアップしたから嘱託にアップしていく

という考え方でいくのであれば、僕はクラス

担任はどんどん持ってもろうたらええと思い

ます。ほんとの話。それはもう行政のためで

もあるし、ご本人のためでもあるとは思うし、

強いてはやはりそういった情熱を持ってもら

っている方にクラス担任を持ってもらった保

護者の方も安心できるし。 

 そういった意味で、やっぱりそういった門

戸はこれから広げていって残していっていた

だけますか。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）ちょっと先に、こ

れは３年前の話でしたので、知らない議員も

おられると思いますけれど、まず保育園がな

ぜこういう形なったかといいましたら、平成

12年のころから民間委託の話がございました。

ということで、平成15年の旧橋本市でござい

ますけれども、行政改革の中でも保育園の民

間委託と幼保一元化がうたわれてございまし

た。そういう中で、職員の採用については正

規職員を抑えていって、臨時職員でしていく

というような状況が、平成10年ころからずっ

と流れの中できております。 

 そういうことから、平成18年に、３年前に

そういう議会からもお話もありましたし、う

ちのほうでもある程度正職、嘱託、臨時のバ

ランスが崩れているんじゃないかという考え

方も持っている中で、せめてクラス担任数ぐ

らいは正職、嘱託で賄えるはずやということ

で、臨時職員の嘱託化をやってきた経過がご

ざいます。 

 そういうことで、３年間たってこの18年の

議論の部分については、今年度で終了したわ

けでございますけれども、現況を言いますと、

現在その考え方でした場合、不足数が１名と

いうことですけど、そういうような形であり

ますけれども、今議員言われましたように、

今年度の保育士としての退職者が、勧奨、定

年が８人ある中で、最終的な年度末には９人

の不足という計算上なるわけでございますけ

れども、それにつきましても幼保一元化計画

と調整も必要でございますし、その辺も含め

まして、それから10月に保育園の募集がある

わけでありますので、その辺等を加味して検
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討していかなければいけないかなと考えてご

ざいますので、決してしないとかするとかい

うよりも、そういう状況だということで考え

ていきたいなと思っています。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）幼保一元化に関して、

関してとよく、もちろん事の始まりは幼保一

元化から始まっているということは重々わか

るんです。 

 ただ、幼保一元のその５カ年計画というこ

と、さっきも言いましたけれど、５カ年計画

自体もどうなるかわからんという状態で、今

後それも含めて考えていくというのは非常に

見えない部分が多すぎるので、やはり今現在

遅れを考えて、早急に補充しなければならな

い人数というのは、やはり割り出していって

もらいたい。幼保一元化５カ年計画というの

があっての話じゃなくて、幼保一元化はもう

既に遅れるんやという頭で、もうね。申しわ

けないですけどね。もちろんできるんやった

らいいですよ。もう行政の方が、もう絶対で

きるんんやと言うてくれるんやったらそのと

おりでいいですけれども、僕は遅れると思う

んですよ。 

 そういう形で物事を考えていって、必要な

数を補充していってもらう。しかも、嘱託採

用という形になりますと１年という形になり

ますので、もしかしたら幼保一元化の関係で

早くにやめていただける、退職していただか

なければならない嘱託の方もいらっしゃると

は思うんですけどもね。出てくる可能性もあ

りますよね。もちろんね。 

 ただ、それはもう最初に嘱託の形になると

きにやっぱり行政としては説明責任、こうい

った形で事前にやめていただく場合が出る、

幼保一元化の計画の加減でね。それはもちろ

ん説明責任していただいて、ただ働いている

期間だけでもやはり身分保障というのは必要

やと思いますのでね。 

 その辺は考えてもらって、今後検討して実

行していただけますか。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）幼保一元化がどう

いうふうに働くかと。保育園も減りますし、

人数も減るということで、どちらのほうに働

くかというのはちょっとあるわけでございま

すけれども、幼保一元化、あまり考えすぎる

と誤差が大きくなるというのも重々承知して

いるところでございます。 

 ということで、現在の状況がそういうこと

ですので、それについて一度部内で検討して

いきたいと考えております。 

○議長（中西峰雄君）１番 岡君。 

○１番（岡 弘悟君）じゃもうこの辺でとど

めておきます。よろしくお願いします。 

 大きい２番、これちょっと僕も大き過ぎて

なかなか難しいんですけども、僕が一つ思う

のは、行政が市民の皆さまに、市民の方に対

してのアピールというのは非常に大事なこと

やし、ただ市民の方々が地産地消についてど

こまで考えてもらうかというのは非常に行政

としては難しい話やと思うんです。もちろん、

例えば市外のほうが安いから市外で買うとい

う方もいらっしゃいますしね。本当に地産地

消について考えている方は、いや高くでも市

内で買う。その考え方を行政が、いや地産地

消にしてよと話を持っていくのは非常に難し

い話やし、人数的にも無理だなと十分わかっ

ておるんですけども、僕、行政が直接地産地

消について行っていること。例えば、先ほど

農産物のことに関してもそうですけども、そ

ういったことで例えば今その行政が行ってい

る地産地消というのはどうしても農林と商工

のほうに頼って、そこの部署でしかないじゃ

ないですか。そうじゃなくて、もちろんほか

の課も物品の購入とかもあるんですかね。 

－144－ 



 ただそういうことじゃなくて、行政の橋本

市として全体として地産地消を推進していく

プロジェクトをやっぱり立ち上げるべきやと

思うんですよ、今後。そうじゃないと、物品

はそうやけども、ほかのものに関しては安か

ろうで買うてしまったら、地元経済に与える

影響がどれほどあるのかというのを考えずに、

安かろうで買うてしまったらいけないという

のがありますのでね。僕、ちょっと言うてい

ることが今ごちゃごちゃになってしまいまし

たけどもね。 

 僕が言いたいのは、結局１円安かろうで買

うてしまうと、その１円で市内に与える影響

がどれほどあるのか。そして、ここにも書か

せてもらいましたけども、実際地元業者の方

に収益を上げていただくことによって入って

くる金額もありますのでね。１円のおかげで

お金を安いということで外部で買ってしまう

ことによって収支が減ってしまっては何もな

りませんのでね。しかも、それによって地元

の企業が衰退してしまいますと、雇用という

部分にも大きく反映されますので。やはり、

安ければ税金を使うから安いものを買うとい

うのは当然やと思うんです。僕、それは。た

だ、安いけどもそれだけを考えてしまうと今

後は収支の部分も考えなならん。それだけで

はだめで、１円でも安くて収支も入ってくる

ところ。そういうふうに考えると、やっぱり

市内業者を優先して考えていかなあかんとい

うのはもう明白だと思うんですよ。 

 それを行政として大きい枠組みでこれから

考えていくプロジェクトが必要じゃないかな

と思ってこの質問させてもらったんです。 

 これはもう本当に個人的というか、僕の本

当に提案なんですけども、全市的に橋本市が

地産地消について取り組むプロジェクトとい

うのを今後立ち上げていってはどうなのかな

というのをここでお願いしたかったんですけ

ども、そういったプロジェクトを立ち上げて

いただけることは可能かどうか、答弁いただ

けますか。 

○議長（中西峰雄君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）岡議員の再質問にお答

えをしたいと思います。 

 地産地消等の問題でありますが、特に私が

常々考えておりますのは、たばこだけ市内で

買いましょうと、それはないですよというこ

とを私はいつもどこでも申し上げておるんで

す。やっぱり、地元で商業を営んでおる皆さ

んには、それは私、もうどこへ行っても申し

上げておるわけで、これはもう岡議員の言う

とおりであります。 

 それのプロジェクトというか、研究機関と

いうか、それをどうして進めていくかという

こと、これは大きな課題でありますし、橋本

市を動かしていく上では非常に大事やと思い

ます。以下検討を十分、検討と言うと具合悪

いんですかな。善処方をさせていただきたい

なと思うんですが、日頃私若干、せっかくの

機会であるので少し申し上げておきたいんで

すけども、やはり例えばきのう来られとった、

発言ありました、建設関係におきましても、

やはり常々可能な限りは私は市内でというこ

とで、今度病院跡地なんかも棟数17あるから

ね。17人でいっこいっこ入札したらどうよと

それぐらいに言うとるんです。みんなに当た

るように。 

 ところが、やっぱり複雑多岐にわたるし、

コスト的な問題もあるので、三つぐらいのこ

の区域で指名、この区域で指名、この区域で

指名と、決まっておりませんけれども、そう

いう解釈をして。 

 あるいは、この間から実施しました車なん

かも市内みんなに当たるようにしなさいと。

困窮なこの厳しいときやから、車切ってとい
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うわけにはいかんので、半分にね。やっぱり

１台、２台でもいいからみんなに当たるよう

にしなさいと。それをそういうふうに実行し

ておるわけで。市内の業者に限るということ

でね。 

 あるいは、テレビの問題にしたかってそう

であります。もう、徹底してそれに徹してい

かな、これ橋本の商業の活性化につながって

いかない。それは私は常にそういうように方

向付けはしておるわけでございますので、了

承をいただきたいと思います。 

 もう一つ、地産地消というと、農業関係を

指すんですがね。私は、その農業関係の中で

６次産業というものをね。６次産業。農業は

１次。２次は製造。３次は流通ですね。それ

をあわせていくようなやっぱり深い根をおろ

した橋本市の６次産業を組み立てていきたい

なということで、現在検討、考えておるんで

す。 

 近い話では、今度11月８日、まっせ・はし

もとというのがありますな。これ担当課長に

私、言っているんです。それこそ農業関係の

地産地消でいこらと。イノシシでいこらと。

イノシシ、今3,000人の鍋だいたい加工できま

した。それどないしてこれをかき回すかとい

うようなことで今考えておるんですがね。こ

れは大根を１本ずつ持ち寄りです。市内の農

家全部持ち寄り。ニンジンある農家はニンジ

ン１本ずつ持ち寄り。ゴボウの農家は少ない

から２本ずつ持ち寄り。大分私もわかっとる

んです。もう頼んどるんです。 

 そうして、やっぱり地産というものをみん

ながご寄附いただいてね。協力いただいて、

ないものはイノシシもはようとってくれよと

言うておるんですが、まだちょっと先になら

ないととれないようでありますが、これもも

う手配しております。そうして、まっせで河

原で3,000人ぐらい１回鍋をつついてもらう

と、イノシシ鍋を。 

 これが私、そうした身近な地産地消である

なという解釈をしておるわけであります。 

 ひとつまた、皆さんの力も借りて、市内で

商業活性化に向けての取り組み、これ非常に

大事であるということ。一度研究課題にさせ

ていただきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）岡君、よろしいですか。 

○１番（岡 弘悟君）結構です。 

○議長（中西峰雄君）これをもって、１番 岡

君の一般質問は終わりました。 
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